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①
市
内
に
存
す
る
木
造
住
宅
で
、
昭

　

和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築
確

　

認
を
受
け
、
建
築
さ
れ
た
住
宅

②
2
階
建
て
以
下
の
住
宅
で
、
延
べ

　

床
面
積
が
30
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

　

店
舗
な
ど
の
併
用
住
宅
は
、
建
物

　

全
体
の
２
分
の
１
以
上
が
住
宅
と

　

し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

③
過
去
に
こ
の
制
度
の
耐
震
診
断
を

　

受
け
て
い
な
い
こ
と

④
所
有
者
は
、
市
に
住
民
登
録
が
あ

　

り
、
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な

　

こ
の
診
断
は
、
財
団
法
人
日
本
建

築
防
災
協
会
が
定
め
る
「
一
般
診
断

法
」
に
基
づ
き
、
次
の
要
領
に
て
実

施
し
ま
す
。  

１
．
聞
き
取
り
調
査 

○
雨
漏
り
、
白
ア
リ
、
床
、
建
具
な

　

ど
、
建
物
の
生
い
立
ち
や
不
具
合

　

や
建
物
の
経
歴
に
つ
い
て
お
聞
き

　

し
ま
す
。 

２
．
外
部
調
査 

○
地
盤
の
健
全
性
・
擁
壁
な
ど
の
敷

　

地
の
状
況
を
、
目
視
に
よ
り
確
認

　

し
ま
す
。

○
基
礎
形
式
お
よ
び
地
盤
か
ら
上
部

　

の
基
礎
立
ち
上
り
や
沈
下
状
況
、

　

ク
ラ
ッ
ク
（
ひ
び
）
の
状
況
な
ど

　

を
外
部
か
ら
確
認
し
ま
す
。  

○
外
壁
仕
上
げ
材
に
よ
る
ク
ラ
ッ
ク

　

状
況
、
ま
た
増
改
築
に
よ
る
変
更

　

の
有
無
な
ど
を
確
認
し
ま
す
。   

○
屋
根
の
棟
や
瓦
な
ど
の
ず
れ
、
割
れ

　

欠
落
な
ど
の
状
況
を
確
認
し
ま
す
。   

３
．
内
部
調
査 

○
１
階･

２
階
の
内
壁
な
ど
の
仕
様
、

　

水
浸
み
痕
、
は
が
れ
、
亀
裂
、
カ

　

ビ
な
ど
の
状
況
、
床
の
傾
斜
な
ど

　

を
確
認
し
ま
す
。

○
１
階
・
2
階
の
押
入
れ
な
ど
か
ら

　

天
井
裏
、
耐
力
壁
ま
わ
り
、
横
架

　

材
・
柱
仕
口
部
分
な
ど
の
状
況
を

　

確
認
し
ま
す
。   

※
１
階
・
２
階
の
押
入
れ
か
ら
天
井

裏
を
確
認
す
る
の
で
、
内
部
の
も
の

を
一
度
出
し
て
お
い
て
下
さ
い
。 

無
料
で
耐
震
診
断
士

　
　
　

を
派
遣
し
ま
す

　　

昨
年
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
市
で
も
家
屋
や
道

路
な
ど
に
多
大
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
今
後
も
、
大

き
な
地
震
の
発
生
に
よ
る
災
害
の
危
険
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
お
住
ま
い
の
建

物
に
、
不
安
を
お
持
ち
の
方
も
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
と

思
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
市
で
は
、
今
年
度
も
「
木
造
住
宅
耐
震

診
断
士
派
遣
事
業
」
を
実
施
し
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、

応
募
要
件
を
ご
確
認
の
う
え
、
必
要
書
類
を
添
え
て
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
し
込
み
多
数
の
場
合

は
抽
選
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
応
募
要
件（
対
象
と
な
る
住
宅
）】

　
「
申
請
書
」に
、必
要
事
項
を
記
入
、

押
印
の
う
え
、
対
象
住
宅
の
建
築
年

度
と
所
有
者
（
共
有
の
場
合
は
そ
の

代
表
者
）
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

　

い
こ
と
（
実
施
決
定
時
点
で
確
認

　

し
ま
す
）

※
た
だ
し
、
次
の
構
造
方
法
は
該
当

に
な
り
ま
せ
ん
。

・
枠
組
壁
構
法
・
木
質
プ
レ
ハ
ブ
構

法
・
丸
太
組
構
法
・
鉄
骨
、
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
混
構
造
な
ど
、
そ
の
他

特
殊
な
も
の

【
申
請
に
つ
い
て
】

る
書
類
（
固
定
資
産
税
の
納
入
通
知

書
、
登
記
簿
な
ど
）
を
添
え
て
、
直

接
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
応
募
要
件
に

つ
い
て
、
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、

別
途
書
類
を
ご
用
意
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

※
申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

【
申
込
先
】

　

6
月
11
日
㈪
〜
７
月
31
日
㈫

　

市
役
所
谷
和
原
庁
舎
都
市
計
画
課

　

建
築
指
導
係

【
決
定
】

　

9
月
28
日
（
予
定
）

※
診
断
の
実
施
は
、
11
月
頃
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

４
．
床
下
調
査 

○
基
礎
の
亀
裂
や
床
下
部
材
に
腐
朽

　

ア
リ
害
が
あ
る
か
や
、
土
台
の
ず

　

れ
、
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
の
有
無
な

　

ど
を
確
認
し
ま
す
。 

※
目
視
に
よ
る
調
査
が
不
可
能
な
場

合
は
、
建
物
が
で
き
た
時
期
か
ら
適

宜
判
断
し
、
評
価
し
ま
す
。 　

診
断
の
実
施（
現
地
調
査
）

が
決
ま
っ
た
ら

　

耐
震
診
断
に
は
、
ご
自
宅
の
設
計

図
面
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
現
地
調

査
ま
で
に
ご
用
意
く
だ
さ
い
。ま
た
、

設
計
図
面
が
な
い
場
合
は
、
申
請
書

に
そ
の
旨
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

【
耐
震
診
断
の
内
容
】

、

、

■
目
視
・
非
破
壊
に
て
検
査
を
行
い

ま
す
。 

■
現
場
調
査
は
、
所
有
者
な
ど
の
立

会
の
も
と
で
行
い
ま
す
。 

■
所
有
者
な
ど
の
承
諾
を
得
た
う
え

で
、
建
物
（
外
部
・
内
部
な
ど
）
を

撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

■
現
場
調
査
の
所
要
時
間
は
、
建
物

の
規
模
、
図
面
の
有
無
に
も
よ
り
ま

す
が
、
半
日
程
度
と
な
り
ま
す
。 

■
結
果
は
後
日
「
報
告
書
」
に
て
通

知
し
ま
す
。 

　

市
で
は
、
突
然
お
宅
に
訪
問
し
た

り
、
電
話
を
か
け
る
な
ど
し
て
耐
震

診
断
や
耐
震
改
修
工
事
を
勧
誘
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
業
者
に
よ

る
紛
ら
わ
し
い
勧
誘
が
あ
っ
た
時
に

は
、
都
市
計
画
課
ま
た
は
市
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

悪
質
な
業
者
に
よ
る
勧

悪
質
な
業
者
に
よ
る
勧

誘
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

誘
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
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。


